第１号様式（第７条関係）
年　　月　　日
（宛先）京都市長 

京都市地域支え合い活動補助金交付申請書

　京都市地域支え合い活動補助金交付要綱第７条の規定に基づき、以下のとおり申請します。

	団 体 名
	（ふりがな）
 

	所 在 地
	〒


	代表者名
	（ふりがな）
 
	連 絡 先
	電　話
―      ― 
メール


	本事業の
申請に係る
担当者
	□ 団体代表者と同じ  
□ 団体代表者と異なる 
（担当者名）　　　　　　　　　　　　（連 絡 先）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　　　　　―      ― 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メール
（住 所）




 
	補助金の交付申請額
	円
	（千円未満切捨て）


（内訳）
	活動費
	円
	※収支予算書の①の額と上限額を比較し低い方の額

	人件費
	円
	※収支予算書の②の額

	新規立ち上げ加算
	円
	※収支予算書の③の額と上限額を比較し低い方の額

	合　計
	円
	



	添付書類 
	 □ 活動計画書（第２号様式） 

	
	 □ 収支予算書（第３号様式）  

	
	□ 団体の定款、規約、会則その他これに類する書類

	
	 □ 市長が必要と認める書類



	チェック欄
□
	１　宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくはその統制下にある団体ではありません。
２　市税を滞納していません。
３　補助対象活動に係る国、地方公共団体又は京都市の他の制度の補助金等を受けていません。または、受けているが、収支等を明確に区分します。


第２号様式（第７条関係）
活動計画書
	１ 団体の概要
	（活動目的）


（設立年月日）　　　　　　　　　（構成員の人数）
　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　人

	２ 活動内容
	□掃除　□調理・配食　□ゴミ出し　□買い物　□洗濯　　
□ベッドメイク　□電球交換　□外出付添　□不用品整理　
□代筆・読上げ　□庭仕事　□ペットの世話　□送迎（移動支援）　
□衣類の整理・被服の補修  □話し相手　
□その他（                           ） 

	３ 活動日時
	（曜日）
□日曜　□月曜　□火曜　□水曜　□木曜　□金曜　□土曜　

	
	（時間）
  時    分  から 　　　　  時    分 

	４ 活動回数
（予定）
	　　　　　　　　　　　　　回 ×　　　月
（１人以上の要支援者等に対して活動を行っている月が補助対象となります。）

	５ 利用料
	□無 　　□有 （       円／時間） 
（備考：                             ） 

	６ 活動範囲
	□市内全域 
□団体の所在する行政区内 
□その他  
※１　「○○町内」、「○○学区内」、「○○団地内」等
※２　市外でも活動を行う場合はこの欄に記載してください。



	□
	　上記の内容を本市ホームページ等により公表することに同意します。（任意）



（注意事項）
１　上記の内容については、補助対象活動を実施するエリアのコーディネーター及び地域包括支援センターに情報提供するとともに、本市ホームページ等により公表させていただくことがあります。
２　上記の内容が記載されている他の書類があれば、本様式に替えることができます。


第３号様式（第７条、第１０条関係）

収支（予算・決算）書
　（対象期間：　　　年　　月　　日～　　　年　　月　　日）
	区分
	金額（円）
	内訳・内容

	支出（活動費）
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	活動費合計（a）
	
	

	収入
	利用料
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	収入合計（b）
	
	

	収支差額（①＝a-b）
	
	



	利用者の利用調整等を行う者に対する人件費（②）
	
	□ 1,000円
□ 3,000円　×　　　月
□ 5,000円



	新規立ち上げに係る費用
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	合計（③）
	
	




第４号様式（第８条関係）
京都市指令　　第　　号
　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　様

京　都　市　長

京都市地域支え合い活動補助金交付決定通知書

年　　月　　日付けで交付申請のあった、京都市地域支え合い活動補助金について、下記のとおり交付することを決定したので、京都市地域支え合い活動補助金交付要綱第８条の規定に基づき通知します。

記

１　補助対象経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

２　補助金交付予定額　　　　　　　　　　　　　　　　円（千円未満切捨て）
（内訳）
	活動費
	円

	人件費
	円

	新規立ち上げ加算
	円

	合　計
	円



３　交付の条件




（不服の申立て）
この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３か月以内に、京都市長に対して審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の決定があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、京都市を被告として、京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（訴訟において京都市を代表する者は、京都市長となります。）。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決があった日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。


第５号様式（第８条関係）
京都市指令　　第　　号
　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　様

京　都　市　長

京都市地域支え合い活動補助金不交付決定通知書

　　年　　月　　日付けで交付申請のあった、京都市地域支え合い活動補助金について、下記のとおり不交付とすることを決定したので、京都市地域支え合い活動補助金交付要綱第８条の規定に基づき通知します。

記

不交付の理由










（不服の申立て）
この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３か月以内に、京都市長に対して審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の決定があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、京都市を被告として、京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（訴訟において京都市を代表する者は、京都市長となります。）。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決があった日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。


第６号様式（第９条関係）
年　　月　　日
（宛先）京都市長 

京都市地域支え合い活動補助金変更申請書

	団体名
	

	代表者名
	



京都市地域支え合い活動補助金交付要綱第９条の規定に基づき、補助金交付額の増額変更について、以下のとおり申請します。

	補助金の交付申請額
（変更後）
	                     　   円
	（千円未満切捨て）


（内訳）
	活動費
	円
	※収支予算書の①の額と上限額を比較し低い方の額

	人件費
	円
	※収支予算書の②の額

	新規立ち上げ加算
	円
	※収支予算書の③の額と上限額を比較し低い方の額

	合　計
	円
	





	添付書類
	□ 活動計画書（第２号様式） 

	
	□ 収支予算書（第３号様式） 

	
	□ 市長が必要と認める書類 





第７号様式（第９条関係）
京都市指令　　第　　号
　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　様
京　都　市　長

京都市地域支え合い活動補助金交付変更決定通知書

　　年　　月　　日付け京都市指令　　第　　号により交付決定した京都市地域支え合い活動補助金について、
□ 下記１～３により変更を承認する□ 下記４により変更を承認しない　ことを決定しましたので、京都市地域支え合い活動補助金交付要綱第９条第２項に基づき通知します。

記

１　変更後補助対象経費　　　　　　　　　　　　　　　　　円

２　変更後補助金交付予定額　　　　　　　　　　　　　　　円（千円未満切捨て）
（内訳）
	活動費
	円

	人件費
	円

	新規立ち上げ加算
	円

	合　計
	円



３　交付の条件

　４　不承認理由



（不服の申立て）
この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３か月以内に、京都市長に対して審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の決定があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、京都市を被告として、京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（訴訟において京都市を代表する者は、京都市長となります。）。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決があった日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。

第８号様式（第１０条関係）
年　　月　　日
（宛先）京都市長

京都市地域支え合い活動補助金実績報告書

京都市地域支え合い活動補助金交付要綱第１０条の規定に基づき、補助金交付決定を受けた活動の実績について、以下のとおり報告します。

	団 体 名
	（ふりがな）


	代表者名
	（ふりがな）

	連絡先
	電　話
―      ― 

メール


	活動期間
	年　　　月　　　日　　　 ～ 　　　年　　　月　　　日



	実績報告額
	　　　　　　　　　　　円
	（千円未満切捨て）


（内訳）
	活動費
	円
	※収支決算書の①の額と上限額を比較し低い方の額

	人件費
	円
	※収支決算書の②の額

	新規立ち上げ加算
	円
	※収支決算書の③の額と上限額を比較し低い方の額

	合　計
	円
	






	添付書類
	 □ 収支決算書（第３号様式） 

	
	 □ 補助対象経費（人件費分を除く。）の金額を証する書類（領収書等） 

	
	 □ 活動報告書（第９号様式）

	
	 □ 市長が必要と認める書類




第９号様式（第１０条関係）活動内容
１掃除　２調理・配食　３ゴミ出し　４買い物
５洗濯　６ベッドメイク　７電球交換　８外出付添
９不用品整理　10代筆・読上げ　11庭仕事
12ペットの世話　13送迎（移動支援）
14衣服の整理・被服の補修　15話し相手　16その他

活動報告書
	活動日
	活動時間
	利用者氏名
	要支援者等の場合は○
	（要支援者等の場合）介護予防ケアマネジメント等を行った地域包括支援センター等
	活動内容
（上のリストから選択）
	備考

	　／
	　 時　 分～　 時　 分
	
	
	
	
	

	　／
	　 時　 分～　 時　 分
	
	
	
	
	

	　／
	　 時　 分～　 時　 分
	
	
	
	
	

	　／
	　 時　 分～　 時　 分
	
	
	
	
	

	　／
	　 時　 分～　 時　 分
	
	
	
	
	

	　／
	　 時　 分～　 時　 分
	
	
	
	
	

	　／
	　 時　 分～　 時　 分
	
	
	
	
	

	　／
	　 時　 分～　 時　 分
	
	
	
	
	

	　／
	　 時　 分～　 時　 分
	
	
	
	
	

	　／
	　 時　 分～　 時　 分
	
	
	
	
	

	　／
	　 時　 分～　 時　 分
	
	
	
	
	

	　／
	　 時　 分～　 時　 分
	
	
	
	
	

	　／
	　 時　 分～　 時　 分
	
	
	
	
	

	　／
	　 時　 分～　 時　 分
	
	
	
	
	

	　／
	　 時　 分～　 時　 分
	
	
	
	
	

	　／
	　 時　 分～　 時　 分
	
	
	
	
	

	　／
	　 時　 分～　 時　 分
	
	
	
	
	

	　／
	　 時　 分～　 時　 分
	
	
	
	
	

	　／
	　 時　 分～　 時　 分
	
	
	
	
	

	　／
	　 時　 分～　 時　 分
	
	
	
	
	

	　／
	　 時　 分～　 時　 分
	
	
	
	
	

	　／
	　 時　 分～　 時　 分
	
	
	
	
	

	　／
	　 時　 分～　 時　 分
	
	
	
	
	

	　／
	　 時　 分～　 時　 分
	
	
	
	
	

	　／
	　 時　 分～　 時　 分
	
	
	
	
	

	　／
	　 時　 分～　 時　 分
	
	
	
	
	

	　／
	　 時　 分～　 時　 分
	
	
	
	
	


（注意事項）
　１　市内在住の利用者について記入してください。
２　行が足りない場合は追加してください。
３　活動日誌など、上記の内容が記載されている他の書類があれば、本様式に替えることができます。

第１０号様式（第１１条関係）
京都市指令　　第　　号
　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　様

京　都　市　長

京都市地域支え合い活動補助金交付額確定通知書

年　　月　　日付けで実績報告のあった、京都市地域支え合い活動補助金について、下記のとおり交付することを決定したので、京都市地域支え合い活動補助金交付要綱第１１条の規定に基づき通知します。

記


補助金交付確定額　　　　　　　　　　　　　　　　円（千円未満切捨て）
（内訳）
	活動費
	円

	人件費
	円

	新規立ち上げ加算
	円

	合　計
	円









（不服の申立て）
この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３か月以内に、京都市長に対して審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の決定があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、京都市を被告として、京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（訴訟において京都市を代表する者は、京都市長となります。）。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決があった日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。

第１１号様式（第１２条関係）
京都市指令　　第　　号
　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　様

京　都　市　長

京都市地域支え合い活動補助金交付取消決定通知書

　　　年　　月　　日付け京都市指令　　第　　号により交付決定した京都市地域支え合い活動補助金について、下記のとおり交付決定を取り消すこととしましたので、京都市地域支え合い活動補助金交付要綱第１２条の規定に基づき通知します。

記


１　取消し後の補助金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

２　返還予定額（既に補助金の交付を受けている場合）　　　　　　　　　　　円
　　※　返還については、本市が別途行う指示に従ってください。

３　取消しの理由






（不服の申立て）
この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３か月以内に、京都市長に対して審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の決定があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、京都市を被告として、京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（訴訟において京都市を代表する者は、京都市長となります。）。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決があった日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。


第１２号様式（第１４条関係）
年　　月　　日
（宛先）京都市長

京都市地域支え合い活動補助金に係る
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書

京都市地域支え合い活動補助金交付要綱第１４条の規定に基づき、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、以下のとおり報告します。

	団 体 名
	（ふりがな）


	代表者名
	（ふりがな）

	連絡先
	電　話
―      ― 

メール


	補助対象期間
	年　　　月　　　日　　　 ～ 　　　年　　　月　　　日



	消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額
	                       　   円





